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 令和８年度 地域づくりコーディネーター業務委託仕様書 

 

１． 目的 

 令和 7 年度に策定予定の「那覇市地域づくり推進方針（案）」に基づき、小学校区単位

での地域づくりをより一層推進するため、「小学校区まちづくり協議会」（※１）が地域づ

くりのプラットフォームとして機能できるように、当該協議会への支援体制を整えること

を目的とする。特に、当該協議会の新規立ち上げに伴う「地域ビジョン」の作成支援、既

存組織の運営力強化支援並びに担当課職員の調整力の向上に資する取組みを通して、本市

における継続的な伴走支援体制の整備を図るために実施する。 

（※１）小学校区まちづくり協議会 

ゆるやかなつながりのある社会を実現するための、地域づくりの場（プラットフォーム）。 

自治会、NPO・市民活動団体、企業・事業者、個人、市など、多様な主体が集まり、 

それぞれの思いや活動を共有しながら、協力して地域づくりを進めていく場である。 

 

２． 事業の背景、必要性及び効果 

少子高齢化や地域のつながりの希薄化が進行する中、防災、孤立の防止、こどもや 

高齢者の見守りなど、地域が抱える課題は多様化・複雑化している。こうした状況に 

対応するため、小学校区まちづくり協議会においては、これまで以上に多様な主体が 

参画し、信頼関係を構築しながら地域課題について話し合い、地域づくりを実践して 

いくことが求められている。また、補助金を活用し運営している組織であることから、 

取組みの目的や成果について整理し、公表していくことも重要である。これらを実践 

するにあたり、行政においては必要な支援の仕組みづくりが求められている。 

小学校区まちづくり協議会の活動は地域主体で取り組まれるものであるため、会議 

運営、意見集約、関係者との合意形成、地域ビジョン作成などを進めるファシリテー 

ションスキルや、人や資源をつなぐコーディネートスキルを有する人材が必要である。 

特に、協議会への移行に向けて取組む準備会においては、持続可能な組織運営に向け 

た人材発掘や人材育成が重要であり、地域コーディネーターによる専門的な支援が不 

可欠である。加えて、市民と共に行動する行政職員にとっても、従来の事務処理にと 

どまらず、地域と協働するための対話力や調整力などが求められている。 

地域コーディネーターは、小学校区単位で展開される小学校区まちづくり協議会に 

おいて、行政と市民、地域内外の多様な主体をつなぎ、対話と実行の橋渡しを担う。 

その活動を通して、市民が主体的にまちづくりに取り組むための環境づくりを支援し、

地域課題の解決や組織力の向上に寄与することが期待される。さらに、本事業を通 

じて、地域への直接的な伴走支援の実践と職員の実践的な人材育成を積み重ねること 

で、本市における小学校区まちづくり協議会等への継続的な伴走支援体制の整備につ 

なげるものとする。（仕様書別紙１参照。） 
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３． 委託業務内容 

 地域づくりコーディネーターとして下記の業務を実施する。 

なお、本市と受託事業者等の役割分担については、別表１【受託事業者と市、小学校区

まちづくり協議会・準備会の主な役割分担】のとおり。 

（１）小学校区まちづくり協議会・準備会（以下「協議会等」という。）への伴走支援業務 

①「地域ビジョン（※２）」作成支援（２協議会等以上） 

 ・事前調査の実施・「地域ビジョン」作成工程の作成・「地域ビジョン」作成への支援 

 ・地域ワークショップ（２協議会等各４回程度）の企画・ファシリテーション支援 

 ・対象校区内全戸アンケートの作成・実施・分析に関する助言 

②組織運営・事業推進支援 

 ・定例会・役員会等への参加及び運営アドバイス等（①を含む６協議会等以上で各６回(計 

36 回)程度）） 

 ・協議会等の話し合いや運営事務等の改善に寄与する講座の開催（２回程度） 

 ・協議会等役員や地域住民に対する個別相談支援（６案件程度） 

③「運営マニュアル」の作成支援 

 ・小学校区まちづくり協議会共通の「運営マニュアル」作成時の市職員への助言 

  例：会計マニュアル、会議の運営マニュアル 

注）①～③において、市と協議の上で支援工数を流用できるものとする。 

（※２）地域ビジョン：地域に暮らす人々が対話を重ねながら描く「将来のありたい

姿」や目指す方向性を示したもの（仕様書 別紙２「地域ビジョン参考例」を参照） 

（２）市職員の人材育成および体制整備の支援 

①まちづくり協働推進課職員向けファシリテーション研修・OJT 

 ・地域課題の解決に向けた対話の手法や合意形成の技術に関する研修の実施（４回程度）。 

 ・実際の地域支援現場における職員への随時アドバイス（OJT）。 

②協議会等担当者定例ミーティングへの参加（月 1 回：必須） 

 ・まちづくり協働推進課の小学校区まちづくり協議会担当全職員が集うミーディングに月 

1 回参加し、協議会等支援の情報提供及び助言。 

③伴走支援体制モデル整備に向けた支援 

・市が行う協議会等の伴走支援体制モデル整備を検討するロードマップ作成等への助言。 

【小学校区まちづくり協議会支援体制モデル整備のロードマップ （イメージ）】 

 

 

 

 

※3 協議会等現状調査：協議会等の熟度や必要な支援体制をヒアリング等で把握する。 

  

先進事例 

情報収集 

協議会等 

現状調査

※3 

支援体制

調査研究 

支援体制 

検討 

支援体制 

モデル整

備 

R8 年度 R9～11 年度 R12 年度以降 
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（３） 情報発信・ネットワーク構築の支援 

  協議会等とまちづくり協働推進課を対象に、以下の支援を実施する。 

・他自治体や団体等の先進事例情報の収集および提供。 

・地域活動の見える化（広報・情報発信）に関する助言。 

 

４． 成果物および業務成果の考え方 

（１）成果物 

① 実績報告書（年度末）：活動実績、各協議会等の進捗状況（新規参画者数）、定例ミー

ティング等の記録、課題および次年度への提言。 

② 地域ビジョン（アンケートを実施した場合には対象校区分の分析への助言内容を含む）。 

③ 月次活動報告書：支援回数、相談内容の要旨、職員への助言内容、現場で把握したリ

スク要因等。 

注）①～③については、対象６協議会等に対する業務に係るものとする。 

 

（２）成果の考え方 

単なる会議への出席回数ではなく、協議会等への多様な主体の関わり度合い、市民

の合意形成の深化、組織の自律化に向けた進展状況及び担当職員の対応能力の変化を

重視する。 

 

５． 事務管理 

（１）業務実施計画の策定 

本業務の実施に際し、業務責任体制、業務内容及び事業スケジュール等を示した業

務実施計画を作成し提出すること。 

 

（２）実施体制・人員要件 

本件業務の実施に必要な能力、資格、経験を有するコーディネーター及び業務全体

を統括する責任者（統括責任者）を配置すること。なお、コーディネーターと統括責

任者を兼ねることができることとする。 

また、これら業務従事者に欠員が生じた場合は、速やかに同等又はそれ以上の経歴

を有する代替者を充てることのできる体制とすること。 

① コーディネーター：地域づくりや合意形成支援において高度な実績と経験（5 年以上）

を有する者を配置すること。また、行政職員へのコーチング能力を備えていること。 

② 統括責任者：業務を円滑に実施するため、業務全体を統括する責任者。 

③ 外部専門家との連携：アンケート分析や高度な専門知識が必要な場合、適切な外部専

門家を活用できるようにすること。 
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（３）事務局会議の開催 

業務進捗状況の報告、協議を目的とした会議を必要に応じて開催し議事録を作成し

て報告すること。 

 

（４）作業日誌等の作成 

  当該業務に直接従事する者の直接作業時間数を確認するための作業日誌等を作 

成し、実施報告書に盛り込むものとする。 

 

（５）業務完了報告 

本件業務が完了したときは、業務完了報告書とともに成果物を速やかに市へ提出す

ること。 

 

６． 経費の対象 

（１）本業務の実施に係る経費は次のとおりとする。 

人件費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び

賃借料、備品購入費等。なお、アンケート分析にかかる専門人材の経費は除く。 

① 一部再委託を行う内容がある場合には、見積書においてその内容を明らかにする

こと。 

② 経費対象項目は後記の別表２【経費対象項目】のとおり。 

 

（２）経費積算における基本的な考え方 

① 直接人件費：業務に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費。 

② 直接経費：報酬、旅費、使用料及び賃借料など、業務を行うために必要な経費で

あり、本業務に要した経費として特定・抽出ができる経費のこと。 

③ 一般管理費：本業務を行うために必要な経費であって、本業務に要した経費とし

て特定・抽出が難しいものは、契約締結時に一定割合で求められる経費のこと。 

④ 消費税相当額（直接人件費＋直接経費＋一般管理費）×消費税率（10％） 

※直接経費については、使用料等の単価にすでに消費税が含まれている場合につ

いては除くこととする。 

⑤ 委託料見積額＝①＋②＋③＋④ 

 

７． 業務実施における留意事項 

（１）契約不適合責任 

本件業務の成果物に対する契約不適合責任の取り扱いについては、受託者の契約不

適合責任期間を契約満了後から１年とし、隠れた不具合、不良等を発見した場合は速

やかに無償で是正しなければならない。その場合、対応期限については協議のうえ定

める。 
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（２）個人情報保護 

受託者は、本業務の遂行における個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱を

定める特約」に定めるとおりとする。 

 

（３）業務適用範囲の確認 

本仕様書に記載のない事項であっても、社会通念上一般に実施と認められる業務項

目は、本件業務の範囲とする。なお、当該項目について疑義があるときは、受託者は

市と協議できることとする。 

 

（４）業務成果の帰属等 

① 取得財産及び著作権の帰属：本件業務で取得した全ての財産は、市へ帰属するも

のとする。また、本件業務の実施により生じた著作物に関する全ての著作権は、

市へ帰属する。ただし、受託者の使用権については、協議のうえ認めることとす

る。 

② 権利等の処理：本件受託業務の履行に関し、第三者の著作権その他の権利に抵触

するものについては、受託者の責任と費用をもって処理するものとし、市は責任

を負わない。 

 

（５）協議 

本件業務の実施にあたり、疑義等が生じた場合は、双方協議のうえ決定する。 

 

（６）その他 

① 中立公正の維持：地域内の特定の勢力や利害関係に偏ることなく、公平な第三者（中

間支援型）として振る舞うこと。 

② 守秘義務：業務上知り得た個人情報や地域の機密情報は、契約終了後も一切外部へ漏

らしてはならない。 

 

８. その他 

本仕様書に定めのない事項については、市と受託者が誠実に協議し決定する。  
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別表１【受託事業者と市、小学校区まちづくり協議会・準備会の主な役割分担】 

 

項目 
受託 

事業者 
市 

協議

会等 
備考 

（１）まちづくり協議会・準備会への伴走 

支援業務 
  

  

①「地域ビジョン」作成支援 ○ ○  

まち協が主体で作成す

る。イ～ロの業務に対

し手法等を助言する。 

イ．事前調査の実施 ○ ○ ○  

ロ．「地域ビジョン作成」工程の作成 ○ ○ ○  

ハ．地域ワークショップの企画・実施  ○ ○  

二．地域ワークショップの企画やファシ 

リテーションへの助言 
○ ○  

 

ホ．校区内の全戸アンケートの作成・ 

実施・分析 
 ○ ○ 

作成には、設問作成組

立てを含む 

へ．校区内の全戸アンケートの作成・ 

分析への助言 
○ ○  

 

②組織運営・事業推進支援 ○ ○  
 

イ．定例会及び役員会への参加 ○ ○  

伴走支援対象の６つの

協議会・準備会に各６

回（合計 36 回）程度 

ロ．運営事務改善講座等の実施 ○ ○  

市と協議し必要性があ

る場合に実施（２件程

度） 

ハ．協議会等役員等の個別相談対応 〇   

※市が対応困難な場合

のケースを市と受託者

が協議により実施（６

案件程度） 

③「運営マニュアル」の作成支援  ○ ○  
 

 イ．運営マニュアルの作成  ○ ○  

ロ．運営マニュアル作成時の助言 ○    
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項目 
委託 

事業者 
市 

協 議

会等 
備考 

（２）市職員の人材育成および支援体制 

整備 
   

 

①職員向けファシリテーション研修・OJT ○ ○  

※受託者は地域ビジ

ョン作成中のまち協

担当者に対して実施

する。 

②協議会等担当者定例ミーティングへの

参加 
○ ○  

月１回 

イ．全体定例ミーティングの開催・運営  ○   

 ロ．事例報告や情報共有 ○ ○   

③支援体制モデル検討に向けた支援 ○  
  

 イ．ロードマップ作成  ○   

 ロ．ロードマップ作成に関する助言 ○    

（３）情報発信・ネットワーク構築支援     

イ．情報発信・ネットワーク構築  ○ ○  

 ロ．先進事例情報の収集及び提供 ○ ○   

ハ．地域活動の見える化に関する助言 ○    
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別表２【 経費対象項目 】 

経費項目 内容 

１ 人件費 従事者の作業時間に対する人件費 

２ 事業費  

① 報償費 講師・司会等に支払う謝礼金 

② 旅費 講師等の招聘に係る旅費、事業者の旅費 

③ 消耗品費 相談や講座等に使用する消耗品費 

④ 印刷製本費 
ポスター・チラシ類、会議用資料、実績報告書等の印刷

製本に関する経費 

⑤ 通信運搬費 切手代、郵便料等 

⑥ 手数料 送金料等 

⑦ 使用料及び賃借料 
会場、車両、駐車場、著作権、機材、装飾品等の使用及び

貸借に係る経費 

⑧ 備品購入費 消耗品を除いた物品の購入に係る経費 

⑨ その他経費 
上記以外、業務を効率的かつ効果的に執行するために必

要な経費で市長が認めるもの 

３ 一般管理費 

業務に必要な経費であって、当該業務に要した経費

としての抽出、特定が困難な経費（人件費と事業費

の10％以内もしくは受託者の保有する規定のうち割

合の低いもの） 

 〇見積書の作成について 

  見積書の内訳の記載については、できるだけ当該経費項目名を用いるようにし、 

経費項目の順番に沿って（１、２①～⑨、３）作成してください。 
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令和８年度 地域づくりコーディネーター委託業務 イメージ 

  

仕様書 別紙 1 
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地域ビジョン参考例 

 

仕様書 別紙 2 
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仕様書 別紙３ 


